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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）醤油麹と、（Ｂ）加熱変性処理した大豆及び／又は脱脂加工大豆と、（Ｃ）食塩水
とを混合し、諸味塩分が９～１１ｗ／ｗ％となるように仕込み、諸味品温を４５～５８℃
の温度範囲で４～８週間保持する事で、乳酸含有量が０．０５ｗ／ｖ％以下、アルコール
含有量が０．５ｗ／ｖ％以下、ヒスタミン含有量が１０ｍｇ／１００ｇ以下のものを製造
することを特徴とした中華料理用または洋食用醤油の製造方法であって、前記仕込み時に
は、（Ａ）：（Ｂ）が６：４～４：６、かつ（Ｃ）／（（Ａ）+（Ｂ））が１．０～２．
５であることを特徴とする中華料理用または洋食用醤油の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は醤油特有の香気が少なくかつ濃厚感がある新規醤油の製造方法とその使用方法
等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　醤油は日本古来より伝わる代表的な調味料であり、大豆、小麦等の穀類を原料とし、製
麹工程を経て醤油麹とし、これに食塩水を混合し、４ヶ月～１年間程の長期熟成期間を経
て作られる。製麹時には麹菌、熟成期間には乳酸菌、酵母などの微生物活動が行われ、醤
油独特の色、味、香りを醸しだしている。特に香りについては、バター、ヨーグルト、サ
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ツマイモ、ライラック、バラ、ナッツ、パイナップル様など３００種類以上の香気成分を
有しているとされている。
【０００３】
　また上記のように製造された醤油は醤油特有の複雑で豊かな香りを持ち、調味料として
は優れているが、近年では食の多様化に伴い、素材そのものの風味やだし、香味野菜、香
辛料等の風味を引き出すような醤油特有の香気の少ない醤油が求められるようになってき
た。また海外においては元々食習慣のない醤油の風味、特に香りが好まれない傾向にある
ため、醤油特有の香気が少ない醤油が好まれている。
【０００４】
　このようなニーズに対応すべく、醤油特有の香気を低減するための方法が種々検討され
てきた。例えば、従来法に比べて著しく汲み水歩合を高く仕込み、好気的に酵母の発酵を
させることにより醤油の特徴香である４－Ｈｙｄｒｏｘｙ－２（ｏｒ５）－ｅｔｈｙｌ－
５（ｏｒ２）－ｍｅｔｈｙｌ－３（２Ｈ）－ｆｕｒａｎｏｎｅ（以下ＨＥＭＦと言う）の
生成を顕著に抑制しつつ、原料臭や醤油麹臭の低減作用を有するメチオノールに代表され
るアルコール系の香気成分は著量生成蓄積させる方法がある。この手法では第１段発酵熟
成工程の終了時点では全窒素が低く、味に厚みなく、芳醇な香りに欠けるために追加麹も
くは追加諸味を実施し、２段階で仕込みが行われている。また乳酸発酵により風味付けも
なされている。（特許文献１）
【０００５】
　しかしながらこのような手法でできた醤油は乳酸発酵やアルコール発酵によるＨＥＭＦ
以外の味や香気による調味素材のマスキング効果があり、諸味品温も終始２０～２５℃で
あるためにメイラード反応生成物による濃厚感に乏しいという特徴がある。またその製造
方法も煩雑であるという問題がある。
【０００６】
　またタンパク質原料７０～９０重量部に対して澱粉質原料１０～３０重量部の比率で製
麹を行い、得られたタンパク性麹を食塩非存在下又は５重量％以下の食塩存在下、５２～
６０℃の温度範囲で１８～３０時間加水分解をすることにより得られ、醤油香等の醸造香
が無く、加熱や酸化による色調の変化が少なく、広く使用できる汎用性調味料を得る方法
がある。（特許文献２）
【０００７】
　しかしながらこのような手法によりできた醤油は製麹中のタンパク質原料が多い事から
麹菌の代謝によりアンモニアが多く生成され醤油成分中へと移行する上、乳酸菌や酵母な
どの微生物活動が抑制されているためにアンモニアの他に麹菌由来の香り、原料臭を強く
感じる。また食塩非存在下又は５重量％以下の食塩存在下で実施しているために微生物汚
染が懸念され、３０時間以上の分解期間を持つ事が不可能であるのでメイラード反応生成
物による濃厚感の付与が極端に少ないという特徴がある。
【０００８】
　諸味中のアルコール濃度が３．５～６．０％ｖ／ｖ及び塩濃度が８～１２％ｗ／ｖとし
、醤油酵母、酒精酵母及び醤油乳酸菌が生育しない条件で醤油香気を持たず、低塩濃度で
良好な風味を有するコク味調味料を得る方法がある。（特許文献３）
【０００９】
　しかしながらこのような手法は諸味品温を２０～４０℃としているために微生物の活動
を抑制するにはかなり高濃度のアルコールを添加する必要があり、得られた調味料もアル
コールの香りを強く感じる事を避けられない。また諸味中のアルコールは圧搾時に圧搾粕
へも多く残存する上、高温下で諸味温度を管理する場合にはアルコールの蒸発がみられる
ために経済的ではない。
【００１０】
　また醤油等の微生物活動を伴う発酵食品にはヒスタミンが含まれており食中毒への関与
の可能性が示唆されているため、ヒスタミン含有量が低い事が好ましい。食中毒を引き起
こすと考えられる食品中のヒスタミン濃度については、５ｍｇ／１００ｇ以下は安全域、
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５～１０ｍｇ／１００ｇは感受性の高いグループでは食中毒を生じる可能性があるとして
いる。（非特許文献１）
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特許第４７８１４２８号公報
【特許文献２】特許第４０９０７７４号公報
【特許文献３】特開２００１－２９２７２４号公報
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】国立医薬品食品衛生研究所報告書（１２）、ｐ３１－３８、２００９、
国内外におけるヒスタミン食中毒
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の課題は上記のように煩雑または不経済な製造工程を必要とせず、さらに麹菌、
醤油乳酸菌、醤油酵母を由来とする醤油特有の香気が大幅に低減されつつ良好な風味を有
し、かつ濃厚感がある新規醤油を製造することであり、素材そのものの風味やだし、香味
野菜、香辛料等の風味を引き出したい場合や海外への需要などに幅広く使用できる醤油を
開発することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題に鑑みて本発明者は鋭意検討を重ねた。本発明者は醤油特有の香気は麹菌、醤
油乳酸菌、醤油酵母の活動に由来している事に着目し、まずは微生物に由来する香気を低
減させる方法を検討した。その結果、醤油麹と加熱変性処理した大豆及び／又は脱脂加工
大豆に諸味塩分が７～１３ｗ／ｗ％となるように食塩水を混合し、諸味品温を４３～６０
℃に保持する事により、醤油麹による分解能を低下させることなく、さらに雑菌による腐
敗及び醤油乳酸菌、醤油酵母の活動が抑制され、醤油特有の香気が著しく低減する事を見
出した。またヒスチジン脱炭酸酵素を有する微生物の活動も抑制されるため、ヒスチジン
を原料として生成されるヒスタミン食中毒の原因物質であるヒスタミン含有量が著しく低
くなる事が分かった。
【００１５】
　しかし通常であれば、醤油乳酸菌、醤油酵母の微生物活動を抑制することにより醤油特
有の香気は低減する反面、麹菌由来の香りや原料臭を強く感じるようになるが、仕込み原
料を醤油麹と変性処理した大豆及び／又は脱脂加工大豆（生原料重量換算）が重量比で８
：２～３：７とすることにより、麹酵素による原料の分解能を低下させることなく麹菌由
来の香りを低減させることが可能となり、さらに諸味品温を４３～６０℃で３～１０週間
保持することによりさらなる麹菌由来の香りの低減だけでなく原料臭も低減させる事が可
能となった。またさらには従来の醤油と比較して濃厚感が付与される効果がある事を見出
した。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、煩雑または不経済な製造工程を必要とせず、さらに麹菌、醤油乳酸菌
、醤油酵母を由来とする醤油特有の香気が大幅に低減され、かつ良好な風味を有し、さら
には濃厚感がある新規醤油を製造することが可能となる。また得られた醤油を使用するこ
とにより、素材そのものの風味やだし、香味野菜、香辛料等の風味を引き出す効果があり
、食の多様化や海外への需要に幅広く対応が可能となる。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に本発明を詳細に説明する。本発明における醤油麹とは大豆、脱脂加工大豆等のタ
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ンパク質原料を加熱変性処理したものと小麦などの麦類、米類等の澱粉質原料を加熱変性
処理したものとさらには必要に応じてその他の原料を混合したものに種麹菌を接種し、例
えば２０～４０℃で３０～８０時間製麹したものが挙げられる。
【００１８】
　本発明における大豆、脱脂加工大豆等の加熱変性処理方法としては、常圧下での蒸煮処
理、密閉容器内での加圧蒸煮処理、あるいはエクストルーダーによる高温高圧下での膨化
処理等が挙げられる。
【００１９】
　仕込みの際に用いられる食塩水の量は醤油麹と加熱変性処理した大豆及び／又は脱脂加
工大豆（生原料重量換算）の合計重量の０．８～３．５倍、さらに好ましくは１．０～２
．５倍程度使用する事ができる。食塩水の食塩濃度については諸味塩分が７～１３ｗ／ｗ
％となる濃度が好ましく、さらには９～１１ｗ／ｗ％が最も好ましい。諸味塩分が７ｗ／
ｗ％未満では諸味が腐敗する危険性が高く、１３ｗ／ｗ％を超えると旨味が弱くなり、さ
らには得られる醤油の塩分が高くなり望ましい品質が得られない。
【００２０】
　上記条件で仕込んだ諸味は麹酵素により分解がなされるが、その時の諸味品温範囲は４
３～６０℃であり、好ましくは４５～５８℃である。諸味品温が４３℃未満の温度では微
生物の活動が活発になるため醤油特有の香気が多く生成されてしまい、逆に６０℃を超え
ると焦げ臭が強くなり望ましい品質が得られない。
【００２１】
　醤油麹と加熱変性処理した大豆及び／又は脱脂加工大豆に混合する食塩水の温度は、５
０～７０℃程度が好ましく、５０℃以下であると混合した際に諸味品温が低くなりすぎ、
７０℃以上であると醤油麹酵素が熱による失活を受けるために好ましくない。
【００２２】
　上記条件で醸造を行う場合、その保持期間は３～１０週間、好ましくは４～８週間であ
る。３週間未満では濃厚感が不足し、麹菌由来の香りや原料臭を感じ、１０週間を超える
と焦げ臭が強くなり望ましい品質が得られない。
【００２３】
　仕込み原料としての醤油麹と加熱変性処理した大豆及び／又は脱脂加工大豆（生原料重
量換算）の配合比率については、重量比で８：２～３：７、好ましくは６：４～４：６で
ある。醤油麹の配合比率が８：２を超えると麹菌由来の香りが強くかつ濃厚感に欠け、醤
油麹の配合比率が３：７未満では麹酵素による原料の消化率が低下するため望ましい品質
が得られない。
【００２４】
　諸味塩分濃度７～１３ｗ／ｗ％、諸味品温４３～６０℃の温度範囲で保持する事により
、雑菌、醤油乳酸菌、醤油酵母の活動が著しく抑えられる。この諸味より得られる醤油の
乳酸含有量は０．３ｗ／ｖ％以下、アルコール含有量は０．５ｗ／ｖ％以下、さらに好ま
しくは乳酸含有量が０．１ｗ／ｖ％以下、アルコール含有量は０．２ｗ／ｖ％以下である
。乳酸含有量が０．３ｗ／ｖ％、アルコール含有量が０．５ｗ／ｖ％を超えると醤油特有
の味や香気が付与されてしまい目的とする品質が得られない。またヒスチジンを原料とし
てヒスタミンを生成するヒスチジン脱炭酸酵素を有する微生物の活動も抑制されるため、
ヒスタミン含有量は１０ｍｇ／１００ｇ以下さらに好ましくは５ｍｇ／１００ｇ以下ある
。
【００２５】
　醸造が終了した諸味は常法により圧搾、必要に応じて生揚げろ過し、得られた生揚げに
火入れを行う。火入れ処理については、例えば８０～１２０℃の温度で１分～２時間にて
行い、不溶性のオリが発生する場合はこれを除去して醤油を得る事ができる。
【００２６】
　本発明で得られる醤油は醤油特有の香気が少ないために素材そのものの風味やだし、香
味野菜、香辛料等の風味を引き出し、さらには濃厚感を付与する効果がある。特に醤油特
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有の香気を必要としない料理、例えば麻婆豆腐やあんかけ焼きそば、豚角煮等の中華料理
やサラダ、カルパッチョ、パスタ等の洋食でこの傾向は顕著であり、先味と後味に素材そ
のものの風味やだし、香味野菜、香辛料等の香りを感じさせ、中味は醤油のしっかりとし
た旨味や濃厚感が付与される。
【実施例】
【００２７】
　以下に実施例を示して本発明を説明するが、本発明は実施例に限定されるものではない
。
【００２８】
　以下の実施例で使用する醤油麹はそれぞれ加熱変性処理した脱脂加工大豆と加熱変性処
理した小麦もしくはふすまを使用し、市販の種麹（ビオック社、一紫一号菌）を接種して
常法により製麹を行ったものを使用する。加熱変性処理した大豆及び／又は脱脂加工大豆
に関しては密閉容器内での加圧蒸煮処理、あるいはエクストルーダーによる高温高圧下で
の膨化処理により加熱変性処理した脱脂加工大豆を使用する。
【００２９】
試験例（１）
　醤油麹と加熱変性処理した大豆及び／又は脱脂加工大豆を原料とした諸味の塩分濃度に
ついて検討を行った。
【００３０】
　醤油麹５ＫＧと蒸煮し加熱変性処理した脱脂加工大豆９ＫＧに諸味塩分濃度が５～１５
ｗ／ｗ％の各塩分濃度となるように加温した食塩水を１１．５ＬＲ加え、混合し、４５℃
の恒温室に入れ、該品温を保ちつつ４週間保持した後、圧搾、火入れ、ろ過して清澄な醤
油を得た。各諸味について微生物の動向、官能評価の結果を表１に示す。
【００３１】
【表１】

【００３２】
　表１の官能評価では醤油特有の香気が少ない醤油として、◎は満足できる、○はやや満
足できる、△は可能性はあるがやや不十分である、×は不適当である事を示している。表
１から分かるように諸味塩分が高いほど窒素利用率が低くなり旨味の減少がみられた。ま
た塩分が低いと腐敗がみられた。よって諸味塩分が７～１３ｗ／ｗ％となる濃度が好まし
く、さらには９～１１ｗ／ｗ％が最も好ましい。
【００３３】
試験例（２）
　醤油麹と加熱処理した大豆及び／又は脱脂加工大豆を原料とした諸味の品温条件につい
て検討を行った。
【００３４】
　醤油麹６ＫＧと蒸煮し加熱変性処理した脱脂加工大豆９ＫＧに諸味塩分濃度が１０ｗ／
ｗ％となるように加温した食塩水を１４ＬＲ加え、混合し、各温度帯の恒温室に入れ、該
品温を保ちつつ４週間保持した後、圧搾、火入れ、ろ過して清澄な醤油を得た。各諸味に
ついて微生物の動向、官能評価の結果を表２に示す。
【００３５】
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【表２】

【００３６】
　表２の官能評価では醤油特有の香気が少ない醤油として、◎は満足できる、○はやや満
足できる、△は可能性はあるがやや不十分である、×は不適当である事を示している。表
２から分かるように温度が高くなると濃厚感は付与されるが、６５℃以上だと焦げ臭を感
じるようになった。また温度が低いと旨味は強いが濃厚感に欠ける傾向にあり、４０℃以
下だと醤油特有の香気を強く感じた。よって諸味温度が４３～６０℃となる温度が好まし
く、さらには４５～５８℃が最も好ましい。
【００３７】
試験例（３）
　醤油麹と加熱処理した大豆及び／又は脱脂加工大豆を原料とした諸味の保持期間の条件
について検討を行った。
【００３８】
　醤油麹５ＫＧとエクストルーダーによる高温高圧下での膨化処理により加熱変性した脱
脂加工大豆４ＫＧに諸味塩分濃度が１１ｗ／ｗ％の各塩分濃度ととなるように加温した食
塩水を１９ＬＲ加え、混合し、５０℃の恒温室に入れ、該品温を保ちつつ２～１２週間保
持した後、圧搾、火入れ、ろ過して清澄な醤油を得た。各諸味について分析、官能評価の
結果を表３に示す。
【００３９】

【表３】

【００４０】
　表３の官能評価では醤油特有の香気が少ない醤油として、◎は満足できる、○はやや満
足できる、△は可能性はあるがやや不十分である、×は不適当である事を示している。表
３から分かるように保持期間が短くなると麹菌由来の香りや原料臭を感じるとともに濃厚
感に欠け、期間が長くなると焦げ臭を感じるようになる。よって保持期間は３～１０週間
が好ましく、さらには４～８週間が最も好ましい。
【００４１】
試験例（４）
　醤油麹と加熱処理した大豆及び／又は脱脂加工大豆を原料とした諸味について醤油麹と
加熱処理した大豆及び／又は脱脂加工大豆の比率について検討を行った。
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【００４２】
　醤油麹と蒸煮し加熱変性処理した脱脂加工大豆について各比率で混合し、諸味塩分濃度
が１１ｗ／ｗ％の塩分濃度ととなるように加温した食塩水を加え、混合し、５０℃の恒温
室に入れ、該品温を保ちつつ６週間保持した後、圧搾、火入れ、ろ過して清澄な醤油を得
た。各諸味について官能評価の結果を表４に示す。
【００４３】
【表４】

【００４４】
　表４の官能評価では醤油特有の香気が少ない醤油として、◎は満足できる、○はやや満
足できる、△は可能性はあるがやや不十分である、×は不適当である事を示している。表
４から分かるように醤油麹の配合率が高くなると麹菌由来の香り・原料臭を感じ、濃厚感
に欠け、加熱変性処理した脱脂加工大豆の配合率が高くなると濃厚感は付与されるが、麹
酵素による原料の消化率が低下するために旨味が弱くなる。よって醤油麹と加熱処理した
大豆及び／又は脱脂加工大豆（生原料重量換算）の配合率は８：２～３：７が好ましく、
さらには６：４～４：６が最も好ましい。
【００４５】
試験例（５）
　試験例（１）～（４）では醤油特有の香気が少ない醤油を製造するために諸味塩分濃度
、諸味品温、諸味保持期間、醤油麹と加熱変性処理した大豆及び／または脱脂加工大豆（
生原料重量換算）の比率について検討を行った。この試験例で得られた醤油特有の香気が
少ない醤油、実施例Ａ－３、実施例Ｂ－６、実施例Ｃ－５、実施例Ｄ－６について一般的
な濃口醤油と成分の比較を実施した結果を表５に示す。
【００４６】
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【表５】

【００４７】
　表５から分かるように実施例各種の醤油特有の香気の少ない醤油は微生物活動が抑制さ
れているために乳酸、アルコール含有量が一般的な濃口醤油と比較して低くなっており、
微生物活動の抑制により醤油特有の香気も著しく抑えられている事が分かった。また、本
発明の条件下で得られた醤油の乳酸含有量は０．３％ｗ／ｖ以下、アルコール含有量は０
．５％ｗ／ｖ以下が好ましく、さらに乳酸含有量は０．１％ｗ／ｖ以下、アルコール含有
量は０．２％ｗ／ｖ以下が最も好ましい。ヒスタミン含有量は１０ｍｇ／１００ｇ以下が
好ましく、さらには５ｍｇ／１００ｇ以下が最も好ましい。
【００４８】
試験例（６）
　試験例（１）～（４）で得られた醤油特有の香気が少ない醤油、実施例Ａ－３、実施例
Ｂ－６、実施例Ｃ－５、実施例Ｄ－６と一般的な濃口醤油を使い、各種料理について官能
評価を実施した。なお、官能評価者は識別能力を有し、訓練された１５名にて行った。各
種料理に対して１０～８は満足できる、７～６はやや満足できる、５～３は可能性はある
がやや不十分である、２～１は不適当であるとして評点し、平均値を結果として中華料理
、洋食は表６、和食は表７に示した。
【００４９】
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【表６】

【００５０】
【表７】

【００５１】
　表６から分かるように中華料理、洋食各種では実施例は醤油特有の香気が少ないために
素材そのものの風味やだし、香味野菜、香辛料等の風味を引き出し、さらには濃厚感を付
与する効果が高かった。また表７から実施例はかえし感や濃厚感の付与には効果があるが
、和食では相性が好ましくないものもあった。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　本発明により煩雑または不経済な製造工程を必要とせず、さらに麹菌、醤油乳酸菌、醤
油酵母を由来とする醤油特有の香気が少なく、良好な風味を有し、かつ濃厚感がある新規
醤油を製造することが可能となる。また本発明により得られた醤油は素材そのものの風味
やだし、香味野菜、香辛料等の風味を引き出すような場合や海外への需要などに幅広く使
用できるため、様々な分野での利用が期待される。
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